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第５８号議案 

 

 

 

   芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する 

   条例の制定について 

 

 

 芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のように定める。 

 

 

   平成２５年９月３日提出 

 

 

 

                         芦屋市長 山 中  健 

 

 

 

 

提案理由 

 

 地区計画の都市計画決定に伴い，地区整備計画区域内の制限の追加等をするため，

この条例を制定しようとするもの。 



58-2 

芦屋市条例第  号 

 

 

   芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する 

   条例 

 

芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１４年芦屋市

条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第１中「別表第１（第３条関係）」を 

 

「 

 

 

 

 

 」 

を 

「 

 

 

 

 

  」 

に， 

「 

 

 

 

 

 

１ 南芦屋浜地区地区整備計画区域 
（平成１３年芦屋市告示第４６号 決定） 
（平成１４年芦屋市告示第１５０号 変更） 
（平成１６年芦屋市告示第９１号 変更） 
（平成１９年芦屋市告示第１０７号 変更） 
（平成２２年芦屋市告示第１０８号 変更） 
（平成２４年芦屋市告示第６９号 変更） 

１ 南芦屋浜地区地区整備計画区域 
（平成１３年芦屋市告示第４６号 決定） 
（平成１４年芦屋市告示第１５０号 変更） 
（平成１６年芦屋市告示第９１号 変更） 
（平成１９年芦屋市告示第１０７号 変更） 
（平成２２年芦屋市告示第１０８号 変更） 
（平成２４年芦屋市告示第６９号 変更） 
（平成２５年芦屋市告示第１１３号 変更） 

３ 浜風町南地区地区整備計画区域 

（平成１４年芦屋市告示第１４９号 決定） 

４ 潮見町南地区地区整備計画区域 

（平成１５年芦屋市告示第１２８号 決定） 

５ 緑町西地区地区整備計画区域 

（平成１５年芦屋市告示第１２９号 決定） 

６ 業平町地区地区整備計画区域 

（平成１５年芦屋市告示第１５５号 決定） 

 

「別表第１（第３条関係） 

   地区整備計画の区域」に， 
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  」 

を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 」 

に， 

「 

 

 

 

 」 

を 

「 

 

 

 

 

３ 浜風町南地区地区整備計画区域 

（平成１４年芦屋市告示第１４９号 決定） 

（平成２５年芦屋市告示第１１４号 変更） 

４ 潮見町南地区地区整備計画区域 

（平成１５年芦屋市告示第１２８号 決定） 

（平成２５年芦屋市告示第１１５号 変更） 

５ 緑町西地区地区整備計画区域 

（平成１５年芦屋市告示第１２９号 決定） 

（平成２５年芦屋市告示第１１６号 変更） 

６ 業平町地区地区整備計画区域 

（平成１５年芦屋市告示第１５５号 決定） 

（平成２５年芦屋市告示第１１７号 変更） 

７ 浜風町第２地区地区整備計画区域 

（平成１６年芦屋市告示第９０号 決定） 

（平成２５年芦屋市告示第１１８号 変更） 

８ 若宮町地区地区整備計画区域 

（平成１７年芦屋市告示第１０５号 決定） 

（平成２５年芦屋市告示第１１９号 変更） 

 

１１ 六麓荘町地区地区整備計画区域 

（平成１８年芦屋市告示第１６４号 決定）

１２ 新浜住宅地区地区整備計画区域 

（平成１８年芦屋市告示第１９９号 決定）

１１ 六麓荘町地区地区整備計画区域 

（平成１８年芦屋市告示第１６４号 決定）

（平成２５年芦屋市告示第１２０号 変更）

１２ 新浜住宅地区地区整備計画区域 

（平成１８年芦屋市告示第１９９号 決定）

（平成２５年芦屋市告示第１２１号 変更）

７ 浜風町第２地区地区整備計画区域 

（平成１６年芦屋市告示第９０号 決定） 

８ 若宮町地区地区整備計画区域 

（平成１７年芦屋市告示第１０５号 決定） 
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 」 

に， 

「 

 

 

 

 」 

を 

「 

 

 

 

 

 」 

に改める。 

 

別表第２地区計画区域内の制限 １ 南芦屋浜地区地区整備計画区域の表を次の

ように改める。 

１ 南芦屋浜地区地区整備計画区域 

ア 計画地区

の区分 

低層住宅

地区 

中高層住

宅地区１ 

中高層住

宅地区２

親水住宅

地区 

センター

地区 

マリーナ

地区 

生活利便

地区 

業務・研

究地区 

公共施設

地区 

イ 建築して

はならな

い建築物 

次の各号

に掲げる

建築物以

外の建築 

物 

(1) 一戸

建ての住

宅 

(2) 一戸

建ての住

宅で事務

所，店舗

その他こ

れらに類

する用途

を兼ねる

もののう

ち令第１

３０条の

３で定め

るもの 

次の各号

に掲げる

建築物以

外の建築 

物 

(1) 住宅 

(2) 共同

住宅 

(3) 巡査派

出所，公

衆電話所

その他こ

れらに類

する令第

１３０条

の４で定

める公益

上必要な

建築物 

(4) 近隣

住民の

次の各号

に掲げる

建築物以

外の建築 

物 

(1) 住宅

(2) 共同

住宅 

(3) 巡査派

出所，公

衆電話所

その他こ

れらに類

する令第

１３０条

の４で定

める公益

上必要な

建築物

(4) 近隣

住民の

次の各号

に掲げる

建築物以

外の建築 

物 

(1) 住宅

(2) 共同

住宅 

(3) 一戸建

ての住宅

で事務

所，店舗

その他こ

れらに類

する用途

を兼ねる

もののう

ち令第１

３０条の

３で定め

るもの

次の各号

に掲げる

建築物 

(1) 工場

（令第

１３０

条の６

で定め

るもの

を除く。）

(2) 自動

車教習

所 

(3) 畜舎

で床面

積の合

計が１

５平方

メート

ルを超

えるも

次の各号

に掲げる

建築物 

(1) 自動

車教習所

(2) 畜舎

で床面積

の合計が

１５平方

メートル

を超える

もの 

(3) 倉庫

で床面積

の合計が

５００平

方メート

ルを超え

るもの

(4) マー

ジャン

次の各号

に掲げる

建築物 

(1) 工場

（令第

１３０

条の６

で定め

るもの

を除く。） 

(2) ボー

リング

場，ス

ケート

場，水

泳場そ

の他こ

れらに

類する

令第１

３０条

次の各号

に掲げる

建築物 

(1) 自動

車教習所

(2) マー

ジャン

屋，ぱち

んこ屋，

射的場，

勝馬投票

券発売

所，場外

車券売場

その他こ

れらに類

するもの

（ゲーム

センター

を含む。）

(3) カラオ

 

１４ 松ノ内町地区地区整備計画区域 

（平成２０年芦屋市告示第６号 決定） 

１５ 翠ケ丘町地区地区整備計画区域 

（平成２１年芦屋市告示第２４号 決定） 

１４ 松ノ内町地区地区整備計画区域 

（平成２０年芦屋市告示第６号 決定） 

（平成２５年芦屋市告示第１２２号 変更）

１５ 翠ケ丘町地区地区整備計画区域 

（平成２１年芦屋市告示第２４号 決定） 

（平成２５年芦屋市告示第１２３号 変更）
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(3) 巡査

派出所，

公衆電話

所その他

これらに

類する令

第１３０

条の４で

定める公

益上必要

な建築物

(4) 前３号

の建築物

に附属す

るもの

（令第１

３０条の

５で定め

るものを

除く。） 

利用に

供する

集会所 

(5) 前各

号の建

築物に

附属す

るもの

（令第

１３０

条の５

の５で

定める

ものを

除く。） 

利用に

供する

集会所

(5) 店舗，

飲食店

その他

これら

に類す

る用途

に供す

る部分

の床面

積の合

計が５

００平

方メー

トル以

内のも

の 

(6) 住宅

の管理

を目的

とする

事務所

(7) 前各

号の建

築物に

附属す

るもの

（令第

１３０

条の５

の５で

定める

ものを

除く。）

(4) 市道

涼風南

浜線に

接する

敷地で

店舗，

飲食店

その他

これら

に類す

る用途

に供す

るもの

のうち

令第１

３０条

の５の

２で定

めるも

のでそ

の用途

に供す

る部分

の床面

積の合

計が１

５０平

方メー

トル以

内のも

の（３

階以上

の部分

をその

用途に

供する

ものを

除く。）

(5) 巡査

派出所，

公衆電

話所そ

の他こ

れらに

類する

令第１

３０条

の４で

定める

公益上

必要な

建築物

(6) 前各

号の建

築物に

附属す

るもの

の 

(4) 倉庫

で床面

積の合

計が５

００平

方メー

トルを

超える

もの 

(5) マー

ジャン

屋，ぱ

ちんこ

屋，射

的場，

勝馬投

票券発

売所，

場外車

券売場

その他

これら

に類す

るもの

（ゲー

ムセン

ターを

含む。）

(6) カラ

オケボ

ックス

その他

これに

類する

もの 

(7) 倉庫

業を営

む倉庫

屋，ぱち

んこ屋，

射的場，

勝馬投票

券発売

所，場外

車券売場

その他こ

れらに類

するもの

（ゲーム

センター

を含む。）

(5) カラ

オケボッ

クスその

他これに

類するも

の 

(6) 倉庫

業を営む

倉庫 

の６の

２で定

める運

動施設 

(3) ホテ

ル又は

旅館 

(4) 自動

車教習

所 

(5) 畜舎

で床面

積の合

計が１

５平方

メート

ルを超

えるも

の 

(6) 倉庫

で床面

積の合

計が５

００平

方メー

トルを

超える

もの 

(7) 専ら

道路貨

物輸送

業若し

くは貨

物運送

取扱業

の用に

供する

倉庫又

は荷さ

ばき場

でその

用途に

供する

部分の

床面積

の合計

が５０

０平方

メート

ルを超

えるも

の 

(8) 県道

芦屋鳴

尾浜線

に面す

る敷地

ケボック

スその他

これに類

するもの

(4) 倉庫

で床面積

の合計が

１，５００

平方メー

トルを超

えるもの
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（令第

１３０

条の５

の５で

定める

ものを

除く。）

につい

ては，

地盤面

からの

高さが

１５メ

ートル

以上の

部分を

住宅の

用途に

供する

もの 

ウ 容積率の

最高限度 

１０分の

８ 

        

(ｱ) 

最高

限度 

１０分の

４ 

        エ 建

ぺ

い

率 (ｲ)  

緩和 

幅員１１メ

ートル以下

の道路を対

象として芦

屋市建築基

準法施行細

則（平成１

２年芦屋市

規則第２９

号）第２２

条第１号か

ら第３号ま

でに該当す

る敷地 

        

オ 建築物の

敷地面積

の最低限

度 

２００平

方メート

ル 

１ ０， ０

０ ０平 方

メートル 

５００平

方メート

ル 

２ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 

１，００

０平方メ

ートル 

５００平

方メート

ル 

２００平

方メート

ル 

１，００

０平方メ

ートル 

 

カ 建

築

物

等

の

外

壁

等

の

面

か

ら

敷

地

境

界

線

等

ま

で

の

(ｱ) 

距離

の最

低限

度 

(1) 道路

境界線か

ら建築物

の外壁

（バルコ

ニーの手

すり壁そ

の他これ

に類する

もの及び

出窓を含

む。）若

しくはこ

れに代わ

る柱又は

高さ２メ

ートルを

超える門

若しくは

塀（以下

この表に

道路境界

線から建

築物の外

壁等の面

までの距

離は１.

５メート

ル 

(1) 道路

境界線

から建

築物の

外壁等

の面ま

での距

離は１.

５メー

トル 

(2) 隣地

境界線

から建

築物の

外壁等

の面ま

での距

離は１

メート

ル 

(1) 道路

境界線

から建

築物の

外壁等

の面ま

での距

離は１.

５メー

トル 

(2) 隣地

境界線

から建

築物の

外壁等

の面ま

での距

離は１

メート

ル 

(1) 市道

陽光海

洋線の

道路境

界線か

ら建築

物の外

壁等の

面まで

の距離

は１０

メート

ル。た

だし，

公衆便

所又は

あずま

やで建

築物の

高さが

４メー

(1) 市道

陽光海洋

線の道路

境界線か

ら建築物

の外壁等

の面まで

の距離は

１０メー

トル。た

だし，公

衆便所又

はあずま

やで建築

物の高さ

が４メー

トル以下

のものに

ついては

１．５

メート

道路境界

線から建

築物の外

壁等の面

までの距

離は１.５

メートル。

ただし，

県道芦屋

鳴尾浜線

に面する

部分につ

いては，

擁壁上部

から３．

２メート

ル 

道路境界

線から建

築物の外

壁等の面

までの距

離は３メ

ートル。

ただし，

県道芦屋

鳴尾浜線

に面する

部分につ

いては，

擁壁が設

置されて

いる場合

は擁壁上

部から

３．２メ

ートル 

道路境界

線から建

築物の外

壁等の面

までの距

離は３メ

ートル 



58-7 

おいて

「建築物

の外壁

等」とい

う。）の

面までの

距離は

１.５メ

ートル 

(2) 隣地

境界線

から建

築物の

外壁等

の面ま

での距

離は１

メート

ル 

トル以

下のも

のにつ

いては

１．５

メート

ル 

(2) 隣地

境界線

から建

築物の

外壁等

の面ま

での距

離は３

メート

ル 

ル 

(2) 隣地

境界線

から建

築物の

外壁等

の面ま

での距

離は３

メート

ル 

距

離 

(ｲ)

適用

除外 

次の各号のいずれかに該当する場合 

(1) 物置その他これに類する用途に供し，軒の高さが２．３メートル以下で，かつ，床面積の合計が５平方

メートル以内であること。 

(2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が３メートル以下であること。 

キ 建

築

物

の

高

さ

の

最

高

限

度 

(ｱ) 

最高

限度 

(1) １０

メートル

かつ軒の

高さ７メ

ートル 

(2) 建 築

物 の 各

部 分 の

高さは，

当 該 部

分 か ら

前 面 道

路 の 反

対 側 の

境 界 線

又 は 隣

地 境 界

線 ま で

の 真 北

方 向 の

水 平 距

離に０．

６を 乗

じ て 得

た も の

に ５ メ

ー ト ル

を 加 え

たもの 

 (1) １５

メート

ル 

(2) 建築

物の各

部分の

高さは，

当該部

分から

前面道

路の反

対側の

境界線

又は隣

地境界

線まで

の真北

方向の

水平距

離が４

メート

ル未満

の範囲

にあっ

ては当

該水平

距離に

１．２

５を乗

じて得

たもの

に５メ

ートル

を加え

(1) １２

メート

ル 

(2) 建築

物の各

部分の

高さは，

当該部

分から

前面道

路の反

対側の

境界線

又は隣

地境界

線まで

の真北

方向の

水平距

離が４

メート

ル未満

の範囲

にあっ

ては当

該水平

距離に

１．２

５を乗

じて得

たもの

に５メ

ートル

を加え
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イ 建築してはなら
ない建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物 
一戸建ての住宅 

 

イ 建築してはなら
ない建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物 
一戸建ての住宅 

 

イ 建築してはなら
ない建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(1) 一戸建ての住宅 
(2) 前号の建築物に附属するもの 

たもの

とし，

真北方

向の水

平距離

が４メ

ートル

以上の

範囲に

あって

は当該

水平距

離から

４メー

トルを

減じた

ものに

０．６

を乗じ

て得た

ものに

１０メ

ートル

を加え

たもの

たもの

とし，

真北方

向の水

平距離

が４メ

ートル

以上の

範囲に

あって

は当該

水平距

離から

４メー

トルを

減じた

ものに

０．６

を乗じ

て得た

ものに

１０メ

ートル

を加え

たもの

(ｲ) 

例外 

         

 

別表第２地区計画区域内の制限 ３ 浜風町南地区地区整備計画区域の表中 

「 

 

」 

を 

「 

 

 

」 

に改める。 

 

別表第２地区計画区域内の制限 ５ 緑町西地区地区整備計画区域の表中 

「 

 

」 

を 
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イ 建築してはなら
ない建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(1) 一戸建ての住宅 
(2) 前号の建築物に附属するもの 

イ 建築してはなら
ない建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物 
一戸建ての住宅 

イ 建築してはなら
ない建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(1) 一戸建ての住宅 
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし，浜風町第２地区地区計
画（平成２５年芦屋市告示第１１８号）に附属する計画図（以下
この表において「計画図」という。）で指定するａ部分は，自動
車車庫に限る。 

(ｱ) 距離
の最低
限度 

道路境界線（市道打出浜線の道路境界線は除く。）及び隣地境界線
から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は０．７メ
ートル 

カ 
 

建築物
等の外
壁等の
面から
敷地境
界線等
までの
距離 

(ｲ) 適用
除外 

次の各号のいずれかに該当する場合 
(1) 物置その他これに類する用途に供し，軒の高さが２．３メー
トル以下で，かつ，床面積の合計が５平方メートル以内である
こと。 

(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３メートル
以下であること。 

(ｱ) 距離
の最低
限度 

道路境界線（市道打出浜線の道路境界線は除く。）及び隣地境界線
から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は０．７メ
ートル 

カ 
 

建築物
等の外
壁等の
面から
敷地境
界線等
までの
距離 

(ｲ) 適用
除外 

次の各号のいずれかに該当する場合 
(1) 計画図で指定するａ部分における自動車車庫であること。 
(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３メートル
以下であること。 

 

「 

 

 

」 

に改める。 

 

別表第２地区計画区域内の制限 ７ 浜風町第２地区地区整備計画区域の表中 

「 

 

」 

を 

「 

 

 

 

」 

に， 

「 

 

 

 

 

 

」 

を 

「 

 

 

 

 

 

」 
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イ 建築してはなら
ない建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物。ただし，地区計画の決定告示の際
現に存するものでその敷地に建築するものについては，この限りで
ない。 
一戸建ての住宅 

イ 建築してはなら
ない建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物。ただし，地区計画の決定告示の際
現に存するものでその敷地に建築するものについては，この限りで
ない。 
(1) 一戸建ての住宅 
(2) 前号の建築物に附属するもの 

イ 建築してはなら
ない建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物 
一戸建ての住宅。ただし，新浜住宅地区地区計画（平成１８年芦屋
市告示第１９９号）に附属する計画図で指定するａ部分は，自動車
車庫に限る。 

 

イ 建築してはなら
ない建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(1) 一戸建ての住宅 
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし，新浜住宅地区地区計画
（平成１８年芦屋市告示第１９９号）に附属する計画図（以下こ
の表において「計画図」という。）で指定するａ部分は，自動車
車庫に限る。 

(ｱ) 距離
の最低
限度 

隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は１メートル カ 
 

建築物
等の外
壁等の
面から
敷地境
界線等
までの 

(ｲ) 適用
除外 

次の各号のいずれかに該当する場合 
(1) 物置その他これに類する用途に供し，軒の高さが２．３メー
トル以下で，かつ，床面積の合計が６平方メートル以内である
こと。 

 

に改める。 

 

別表第２地区計画区域内の制限 １１ 六麓荘町地区地区整備計画区域の表中 

「 

 

 

」 

を 

「 

 

 

 

」 

に改める。 

 

別表第２地区計画区域内の制限 １２ 新浜住宅地区地区整備計画区域の表中 

「 

 

 

」 

を 

「 

 

 

 

」 

に， 

「 
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(ｱ) 距離
の最低
限度 

隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は１メートル カ 
 

建築物
等の外
壁等の
面から
敷地境
界線等
までの
距離 

(ｲ) 適用
除外 

次の各号のいずれかに該当する場合 
(1) 計画図で指定するａ部分における自動車車庫であること。 
(2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が３メートル以下であ
ること。 

 

 距離  (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が３メートル以下であ
ること。  

」 

を 

「 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

 

 

附 則 

 

 この条例は，平成２５年１０月１日から施行する。 
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参 照 

 

  

   芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

 地区計画の都市計画決定に伴い，地区整備計画区域内の制限の追加等をするた

め，この条例を制定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 都市計画決定の告示番号の追加（別表第１関係） 

南芦屋浜地区，浜風町南地区，潮見町南地区，緑町西地区，業平町地区，浜風

町第２地区，若宮町地区，六麓荘町地区，新浜住宅地区，松ノ内町地区及び翠ケ

丘町地区の各地区計画の都市計画の変更に伴い，変更告示の告示番号を加える。 

 

(2) 地区計画区域内の制限の追加及び変更（別表第２関係） 

ア 南芦屋浜地区地区計画の都市計画の変更に伴う改正 

(ｱ) 計画地区の区分のうち「中高層住宅地区」を「中高層住宅地区１」に改め

る。 

(ｲ) 計画地区の区分に「中高層住宅地区２」を新たに加え，同地区内における

建築物に関する制限を次のように定める。 

ａ 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 

(a) 住宅 

(b) 共同住宅 

(c) 巡査派出所，公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

（近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休

憩所等） 

(d) 近隣住民の利用に供する集会所 

(e) 店舗，飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合

計が５００㎡以内のもの 

(f) 住宅の管理を目的とする事務所 

(g) (a)から(f)までの建築物に附属するもの（自動車車庫（３，０００
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㎡を超えるもの等）及び危険物の貯蔵又は処理に供するもの等を除

く。） 

ｂ 建築物の敷地面積の最低限度は，５００㎡とする。 

ｃ 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度は，次の

とおりとする。 

(a) 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は１．５ｍ 

(b) 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は１ｍ 

※適用除外として，次のいずれかに該当する場合を除く。 

(a) 物置その他これに類する用途に供し，軒の高さが２．３ｍ以下で，か

つ，床面積の合計が５㎡以内であること。 

(b) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が３ｍ以下であること。 

ｄ 建築物の高さの最高限度は，１５ｍとする。また，建築物の各部分の高

さは，当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北

方向の水平距離が４ｍ未満の範囲にあっては当該水平距離に１．２５を乗

じて得たものに５ｍを加えたものとし，真北方向の水平距離が４ｍ以上の

範囲にあっては当該水平距離から４ｍを減じたものに０．６を乗じて得た

ものに１０ｍを加えたものとする。 

 

イ 浜風町南地区，緑町西地区及び六麓荘町地区の各地区計画の都市計画の変更

に伴う改正 

建築できる建築物に「一戸建ての住宅に附属するもの」を加える。 

 

ウ 浜風町第２地区地区計画の都市計画の変更に伴う改正 

(ｱ) 建築できる建築物に「一戸建ての住宅に附属するもの」を加える。ただし，

変更後の地区計画に附属する計画図で指定するａ部分は，自動車車庫に限

るものとする。 

(ｲ) 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の適用除外のうち，

「物置その他これに類する用途に供し，軒の高さが２．３ｍ以下で，かつ，

床面積の合計が５㎡以内であること。」を「地区計画に附属する計画図で

指定するａ部分における自動車車庫であること。」に改める。 

 

エ 新浜住宅地区地区計画の都市計画の変更に伴う改正 

(ｱ) 建築できる建築物に「一戸建ての住宅に附属するもの」を加える。 
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(ｲ) 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の適用除外のうち，

「物置その他これに類する用途に供し，軒の高さが２．３ｍ以下で，かつ，

床面積の合計が６㎡以内であること。」を「地区計画に附属する計画図で

指定するａ部分における自動車車庫であること。」に改める。 

 

(3) その他規定の整理 

 

３ 施行期日 

平成２５年１０月１日 


